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各都道府県消防主管部長 殿

消防危第22号

平成11年3月17日

消防庁危険物規制課長

危険物施設の変更工事に係る完成検査等について

改正 平成20年1月第16号

消防法（以下「法」という。）においては、 製造所等の位置、 構造及び設備を変更するとき

は、 当該変更につき法第11条第2項に規定する市町村長等（以下「市町村長等」という。）の

許可を受けるとともに、 工事完成後に市町村長等が行う完成検査を受け、 製造所等が法第10条

第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、 これを使用してはならない

とされている。

近年の危険物施設を有する事業所における自主保安の進展状況及び市町村長等における危険

物規制に係る事務の簡素化、 省力化等の必要性の観点から、 「規制緩和推進計画の再改訂につ

いて」 （平成9年3月28日閣議決定）において、 一定の要件を満たす危険物の製造・貯蔵施設

等の変更工事に伴う完成検査又は完成検査前検査（以下「完成検査等」という。）に関し、 自

主的な検査を適切に行うことができると認められる者について所要の検討を行うこととされた

ところである。

このため、 消防庁では、 この制度のあり方について、 安全性を損なわないことを前提に検討

を行ってきたところであるが、 今般、 工事管理を含む保安のための優れた体制を有することが

実績からも明らかであると認められる事業所が行う一定の変更工事（変更許可に係る工事をい

う。以下同じ。）について、 市町村長等は事業所の自主検査結果を活用して完成検査等を実施

することができることとしたので、 下記のとおり運用されたい。

ついては、 貴管内の市町村に対してもこの旨周知され、 その運用に遺漏のないようよろしく

ご配慮願いたい。

記

1 制度の仕組み

(1) 石油コンビナ ー ト等災害防止法（昭和50年法律第84号）第2条第2号に規定する石油

コンビナ ー ト等特別防災区域内等の事業所のうち、 市町村長等が、 工事管理を含む保安の

ための優れた体制を有することが実績からも明らかであると認める事業所（以下「認定事

業所」という。）については、 当該事業所が行う危険物施設の特定の変更工事に係る完成

検査等について、 当該市町村長等は当該事業所の自主検査結果を活用して、 現地に赴かず

に完成検査等を実施して差し支えないものであること。

(2) 現地に赴かずに、 自主検査結果を活用して完成検査等を実施して差し支えないのは、

認定事業所が実施する次の変更工事とすること。
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ア 完成検査
次の①～⑥に係る変更工事（ただし、 下枠内のa ~cに該当するものを除く。）

①建築物及び工作物
②タンク（タンク本体、 付属設備、 防油堤等）

③危険物取扱機器、 配管等

④消火設備

（第1種、 第2種又は第3種の消火設備の新設又は増設（防護区域の拡大を伴うもの
に限る。）を除く。）

⑤警報設備
（自動火災報知設備の新設又は増設（警戒区域の拡大を伴うものに限る。）を除

⑥その他（電気設備、 制御設備、 標識・掲示板等）

a 保安距離又は保有空地に変更を伴うもの
b 容量1,000キロリットル以上のタンク本体の工事（特定屋外貯蔵タンクの

タンク本体の工事を除く。）

c 次の項目に該当するものとして、 市町村長等が変更許可に際して特に指示

するもの

•製造プロセスに著しい変更をもたらすもの又は製造施設の処理能力に著し
い増加をもたらすもの（容量10キロリットル以上の20号タンクが新設され

るもの等）
・当該変更工事に危険物の規制に関する政令第23条を適用したもの（特に一

般的でないもの）

・法令適用基準の変更を伴うもの（一 般の基準から、 高引火点危険物に係る
特例基準に基準の適用を変更する場合等）

イ 完成検査前検査
容最1,000キロリットル未満のタンクの水張（水圧）試験を要する変更工事

(3) 事業所について、 市町村長等が認定事業所と認めるに当たっては、 別添1に定める手
続等によられたいこと。

(4) 自主検査結果を活用して完成検査等を行う場合には、 別添2に定める手続等によられ
たいこと。

2 留意事項
(1) 部分的な自主検査

市町村長等は、 認定事業所の希望により、 変更工事（上記1 (2)に示す変更工事に該当

するものに限る。 (2)において同じ。）の一 部のみについて、 自主検査結果を活用して完
成検査等を行うこともできるものであること。

(2) 市町村長等の現地検査

市町村長等は、 認定事業所において行われる変更工事であっても、 必要があると認める
場合には、 現地に赴き完成検査等を実施することができるものであること。
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可申請時に申請書とともに提出させ、 あらかじめ確認しておくこと。この場合におい

て、 当該チェックリストは、 検査該当項目のみが明確にされていれば足りるものである

こと。

イ 完成検査申請時

認定事業所に対し、 完成検査申請時に申請書とともに、 自主検査結果報告書（完成検

査用）及びチェックリストを提出させること。

ウ 完成検査時

市町村長等は、 認定事業所から提出された自主検査結果報告書（完成検査用）及びチ

ェックリストを活用して、 現地に赴かずに完成検査を実施し、 基準に適合していると認

められる場合は、 迅速に完成検査済証を交付すること（午前中に完成検査の申請があっ

た場合は、 完成検査を実施し、 当該申請のあった日に完成検査済証を交付するよう努め

ること。）。

2 完成検査前検査の方法

(1) 自主検査結果報告書（完成検査前検査用）の内容

市町村長等は、 認定事業所が記の1 (2)イに規定する変更工事に該当する工事に係る完

成検査前検査について自主検査結果の活用を希望する場合には、 完成検査前検査申請時

に、 認定事業所が実施した自主検査により、 変更工事に係る液体危険物タンクが水張（水

圧）試験に関する基準に適合していることを証明する書類（以下「自主検査結果報告書

（完成検査前検査用）」という。 （別紙2 - 3に例を示す。））を提出させること。

(2) 自主検査結果報告書（完成検査前検査用）の活用方法等

完成検査前検査に係る各手続における自主検査結果報告書（完成検査前検査用）の活用

方法は次のとおりであること。なお、 当該手続の流れを別紙2 -4に示す。

ア 変更許可申請時

認定事業所に対し、 変更許可申請時に申請書の「その他の必要な事項」欄に完成検査

前検査において自主検査結果を活用する旨明記させること。

イ 完成検査前検査申請時

認定事業所に対し、 完成検査前検査申請時に、 自主検査結果報告書（完成検査前検査

用）を提出させること。

ウ 完成検査前検査時

市町村長等は、 認定事業所から提出された自主検査結果報告書（完成検査前検査用）

を活用して、 現地に赴かずに完成検査前検査を実施し、 迅速にタンク検査済証を交付す

ること。
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煩紙2-2

完成検査の手続の沈れ

昂定事業所 消防襴関

別縁2-3 自主検査結果籠告書（完成検査前検査用）の例
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